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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

選 挙 管 理 委 員 会 規 則

○最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程の一部を改正する規則（※）

（選挙管理委員会取扱い）１

最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年10月３日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎

鹿児島県選挙管理委員会規則第３号

最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程の一部を改正する規則

最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程（昭和35年鹿児島県選挙管理委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「別記様式」を「別記第１号様式」に改め，同条に次の１項を加える。

２ 最高裁判所裁判官国民審査法（昭和22年法律第136号）第14条の２第３項の規定による投

票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないことと

なつた者がある旨の掲示は別記第２号様式により，同条第４項の規定によるその氏名に変更

が生じた旨の掲示は別記第３号様式により行わなければならない。

「昭 「

和

年 年

別記様式中「別記様式」を「別記様式（第２条関係）」に， を に改め，同様式
月 月

日 日

任 任

命」 命」

を別記第１号様式とし，同様式の次に次の２様式を加える。
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第２号様式（第２条関係）
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第３号様式（第２条関係）
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附 則

この規則は，公布の日から施行する。


